
 議案第１９号 

東京都板橋区公共施設予約システムの利用者登録に関する規則の一部を改

正する規則 

 上記の議案を提出する。 

  令和６年３月２７日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区公共施設予約システムの利用者登録に関する規則の一部を改

正する規則 

東京都板橋区公共施設予約システムの利用者登録に関する規則（平成１０年

板橋区教育委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「者とする」を「団体であり、かつ、代表者及びその団体の 

構成員１名以上が区内に在住し、在勤し、又は在学しているものとする」に改め、

同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表２の項に掲げる施設にあっては、16歳未満の

者であって義務教育を修了していないものの所属する団体は、利用者登録を受け

ることができない。 

第５条に次のただし書を加える。 

  ただし、委員会が申請書等の提出の必要がないと認めるときは、申請書等の 

提出を省略することができる。 

 第６条第１項第２号を次のように改める。 

（２） 別表２の項に掲げる施設 施設利用の申請及び仮予約に関する手続き 

第６条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とする。 

 別表を次のように改める。 

１ 東京都板橋区立生涯学習センター条例（昭和49年板橋区条例第20号）

第２条に規定する施設 

２ 東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例（平成20年10月27日東京

都板橋区条例第41号）第１条に規定する施設 



３ その他教育委員会が指定する施設 

（削除） 

 

  付 則 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 ２ この規則の施行の前日において、東京都板橋区公共施設予約システムの利

用者登録に関する規則（平成10年板橋区規則第49号）第６条第２項の規定に

より、同規則別表13の項に掲げる施設の利用者登録を行った者は、この規則

による改正後の東京都板橋区公共施設予約システムの利用者登録に関する規

則の規定により利用者登録を受けた者とみなす 

 

 （提案理由） 

  東京都板橋区立シニア学習プラザ条例が東京都板橋区立グリーンカレッジホ

ール条例に改正することになり、東京都板橋区公共施設予約システムの利用者

登録に関する規則について、東京都板橋区規則別表からシニア学習プラザ条例

に関する事項を削除し、東京都板橋区教育委員会規則に編入し整備する必要が

ある。 
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東京都板橋区公共施設予約システムの利用者登録に関する規則の一部を改正に係る新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○東京都板橋区公共施設予約システムの利用者登録に関する規則 ○東京都板橋区公共施設予約システムの利用者登録に関する規則 

平成10年６月30日東京都板橋区教育委員会規則11号 平成10年６月30日東京都板橋区教育委員会規則11号 

第１条～第３条 略 第１条～第３条 略 

（利用者登録を受けられる者） 

第４条 利用者登録を受けることができる者は、当該利用者登録を受けよう

とする施設を利用できる団体であり、かつ、代表者及びその団体の構成員

１名以上が区内に在住し、在勤し、又は在学しているものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表２の項に掲げる施設にあっては、16歳未

満の者であって義務教育を修了していないものの所属する団体は、利用者

登録を受けることができない。 

（利用者登録を受けられる者） 

第４条 利用者登録を受けることができる者は、当該利用者登録を受けよう

とする施設を利用できる者とする。                       

                         

本項追加 

（利用者登録の申請等） 

第５条 利用者登録を受けようとする者は、板橋区公共施設予約システム利

用者登録等申請書（別記第１号様式）及び利用者登録団体名簿（別記第２号

様式）（以下「申請書等」という。）を委員会に提出しなければならない。た

だし、委員会が申請書等の提出の必要がないと認めるときは、申請書等の提

出を省略することができる。 

（利用者登録の申請等） 

第５条 利用者登録を受けようとする者は、板橋区公共施設予約システム利

用者登録等申請書（別記第１号様式）及び利用者登録団体名簿（別記第２号

様式。以下「申請書等」という。）を委員会に提出しなければならない。        

                                     

     

第６条 略 第６条 略 

（申請システムの利用） 

第７条 登録者は、利用者登録を受けた施設について、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める手続を申請システムを利用してすることができ

る。ただし、委員会が必要と認めるときは手続の一部を制限することができ

る。 

 

(１) 別表１の項に掲げる施設 施設利用の仮予約に関する手続 

(２) 別表２の項に掲げる施設 施設利用の申請及び仮予約に関する手続 

(３) 別表３の項に掲げる施設 施設利用の申請、抽せん及び仮予約に関す

る手続のうち委員会が指定するもの 

（申請システムの利用） 

第７条 登録者は、利用者登録を受けた施設について、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める手続を申請システムを利用してすることができ

る。ただし、委員会が必要と認めるときは手続の一部を制限することができ

る。 

 

(１) 別表１の項に掲げる施設 施設利用の仮予約に関する手続 

(２)及び(３) 削除                       

(４) 別表３の項に掲げる施設 施設利用の申請、抽せん及び仮予約に関す

る手続のうち委員会が指定するもの 

第８条～第１１条 略 第８条～第１１条 略 

付 則 

この規則は、平成10年７月１日から施行する。 

付 則 

この規則は、平成10年７月１日から施行する。 
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改正後 改正前 

略 

 

付 則 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の前日において、東京都板橋区公共施設予約システムの

利用者登録に関する規則（平成10年板橋区規則第49号）第６条第２項の規

定により、同規則別表13の項に掲げる施設の利用者登録を行った者は、こ

の規則による改正後の東京都板橋区公共施設予約システムの利用者登録に

関する規則の規定により利用者登録を受けた者とみなす。 

略 

 

    

                         

                                  

                                  

                                  

                                  

                            

 

別表（第２条、第７条関係） 

１ 東京都板橋区立生涯学習センター条例（昭和49年板橋区条例第20

号）第２条に規定する施設 

２ 東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例（平成20年10月27日

東京都板橋区条例第41号）第１条に規定する施設 

３ その他教育委員会が指定する施設 

（削除） 

 

 

別表（第２条、第７条関係） 

１ 東京都板橋区立生涯学習センター条例（昭和49年板橋区条例第20

号）第２条に規定する施設 

２ 削除                              

                        

３ 削除              

４ その他教育委員会が指定する施設 
 

 

 

 

 

 


